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ふるさと納税の〝うま味〟 

またもや減る 

 

またしても、ふるさと納税の制度が利用者に

とって〝うま味〟の少ないものに変更されます。

総務省はふるさと納税制度のルールを見直し、

利用者に独自のポイントを付与する仲介サイ

トを通じた寄付の募集を禁止すると発表しまし

た。「地産品限定」「原価率３割規制」といった

ルールの変更に加え、今回は寄付集め競争

の過熱を是正するための措置として、仲介サ

イトによる「ポイント付与」が事実上禁止されま

す。周知期間を経て、2025 年 10 月以降の寄

付から適用する方針です。 

 ふるさと納税は、仲介役となるポータルサイト

を通じて自治体に寄付する利用者が増加して

います。大手の仲介サイトでは利用者を呼び

込むため、寄付金額に応じて独自のポイント

を付与しています。 

 総務省では、自治体が仲介サイトの運営事

業者に支払う手数料にはポイントの原資も含

む場合があるとみており、禁止すれば手数料

が下がり、自治体の収入が増えると期待して

います。ただし、寄付金をクレジットカード決済

で支払った場合にカード会社が付与している

ポイントなど、通常の商取引に伴うものは禁止

しません。 

 自治体が寄付を集めるために独自の取り組

みを企画・立案し、実行するのは困難。〝集

客力〟のある大手ポータルサイトに依存する

のは当然の流れで、これを行政主体のホーム

ページだけで PR しても多くの寄付は集まりません。 

 自治体が広報・宣伝活動に多くのノウハウを持つ広

告代理店や PR会社、ふるさと納税ポータルサイトを

利用するのは当然のことで、これを封じるのであれば

純粋な「広告料」「PR 費用」といったコストが増えるだ

けでしょう。そうしないことにはポータルサイト側の運

営に支障が生じます。そうなると、配送費や宣伝費も

「原価率３割」に含む必要がある現行のルールでは、

返礼品の品質や量を落とすしかありません。 

 高額納税者の多くが利用するふるさと納税の〝うま

味〟が、またもや制度を作った総務省によって減殺さ

れることになりそうです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船場経済倶楽部 

(NPO 法人 SKC 企業振興連盟協議会) 

 当団体は、異なる業種の経営者が相集い、力を合わせ、自らの研鑚と親睦を通じて、

斬新な経営感覚と新たな販売促進を創造して、メンバー同士でより健全な事業所とその 

事業所のイメージアップを図り、地域社会に貢献できる事業所となることを目的とする。 

活動方針 人の輪・衆智・繁栄 

記事の内容に関するお問い合わせは事務局までご連絡ください。 

ウィークリーはメールでの配信も行っております。お手数ですが、「メール希望」・「配信停止希望」と件名にご入力の上、 

skc-soudan@skc.ne.jp まで空メールをご送信ください。また、FAX ご不要の際は、その旨をお電話にてお申しつけください。 

    


